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（（６６））最最低低賃賃金金ののチチェェッックク方方法法  

最低賃金は時間給で定められており、日給や月給などの場合は、時間

給に換算した賃金が最低賃金額を上回っていなければなりません。 

アア  時時間間給給のの場場合合  

時間給≧最低賃金額 

イイ  日日給給のの場場合合  

日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額 

※ただし、日額が定められている特定（産業別）最低賃金が適用され

る場合 日給≧最低賃金額（日額） 

ウウ  月月給給のの場場合合  

月給÷1 箇月平均所定労働時間≧最低賃金額 

エエ  出出来来高高払払制制そそのの他他のの請請負負制制にによよっってて定定めめらられれたた賃賃金金のの場場合合  

該当する賃金総額÷賃金に対応した総労働時間数≧最低賃金額 

オオ  上上記記アア～～エエのの組組みみ合合わわせせのの場場合合  

例えば基本給が日給制で各手当（職務手当等）が月給制などの場合

は、それぞれを上のイ、ウの式により時間給に換算し、それを合計した 

ものと最低賃金額（時間給）と比較します。 

 

５５  賃賃金金のの消消滅滅時時効効（（労労基基法法１１００９９条条、、１１１１５５条条、、附附則則１１４４３３条条））  

退職金以外の賃金の請求権は、令和２年 4 月 1 日以降に支払われる  

賃金からは５年間（当分の間３年）で、退職金の請求権は５年間で時効により

消滅します。賃金台帳など記録の保存についても５年（当分の間３年）となっ

ています。 

  

６６  賃賃金金未未払払いいがが発発生生ししたた場場合合のの請請求求方方法法  

（（１１））経経営営者者にに対対すするる未未払払いい賃賃金金請請求求書書のの作作成成  

未払い賃金の額を計算し（概算額でも可）、支払い期限を設けて経営者

に請求します。請求書は内容証明郵便や簡易書留など、経営者の受領を

郵便局が証明できる方法で送付し、送付前に請求書の写しを取りましょ

う。 

※内容証明郵便の作成についてはＰ１４１参照
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